
 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋葉区スポーツ協会役員・理事名簿 

行政機関等の名称 秋葉区スポーツ協会 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区スポーツ協会 

個人情報ファイルの利用目的 秋葉区スポーツ協会運営及び連絡調整 

記録項目 
１ 役職、２ 氏名、３ 郵便番号、４ 住所、５ 所属団体、

６ 電話、 

記録範囲 役員・委員に任命された者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

秋葉区スポーツ協会 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋葉区スポーツ協会加盟団体役員・事務局一覧表 

行政機関等の名称 秋葉区スポーツ協会 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区スポーツ協会 

個人情報ファイルの利用目的 秋葉区スポーツ協会運営及び連絡調整 

記録項目 

１ 団体名、２ 創立年月日、３ 会長、４ スポ協評議員、 

５ 会計、６ 事務局、７事務局所在地、８ TEL、９ 携

帯・他の連絡先、１０ 人員<公認審判>、１１ 事務局ア

ドレス 

記録範囲 加盟団体 

記録情報の収集方法 加盟団体 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

秋葉区スポーツ協会 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋葉区スポーツ協会表彰候補者推薦書 

行政機関等の名称 秋葉区スポーツ協会 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区スポーツ協会 

個人情報ファイルの利用目的 秋葉区スポーツ協会表彰者選考 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 住所/電話番号、４ 勤務先、学

校名・学年 ５ 推薦理由 

記録範囲 加盟団体からの推薦 

記録情報の収集方法 本人、加盟団体 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

秋葉区スポーツ協会 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋葉区スポーツ少年団事務局一覧表 

行政機関等の名称 秋葉区スポーツ協会 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区スポーツ協会 

個人情報ファイルの利用目的 秋葉区スポーツ協会運営及び連絡調整 

記録項目 
１ 加盟団体、２ 事務局、３ 事務局住所、４ 郵便番号、５ 

電話番号、６ 事務局アドレス 

記録範囲 加盟団体 

記録情報の収集方法 加盟団体 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

秋葉区スポーツ協会 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市スポーツ推進委員連盟秋葉区協議会委員名簿 

行政機関等の名称 新潟市秋葉区スポーツ推進委員連盟秋葉区協議会 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市秋葉区スポーツ推進委員連盟秋葉区協議会 

個人情報ファイルの利用目的 秋葉区協議会運営及び連絡調整 

記録項目 
１ 氏名、２ 区役員、３ 性別、４ 郵便番号、５ 住所、６ 

電話、７ 携帯電話、８ 校区、９ 振興会 

記録範囲 委員に任命された者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市秋葉区スポーツ推進委員連盟秋葉区協議会 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 自主防災組織育成事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

大規模災害発生時には地域住民による組織的な防災活動が有

効なことから，住民組織を母体とした自主防災組織の育成を

図り，組織の活動を支援するため。 

記録項目 １氏名、２住所、 

記録範囲 結成届が出されたもの 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 災害被害調査 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

災害発生時に，災害対策の基本的な方針を迅速に決定し，効

果的な応急対策活動を円滑に実施するため。（被災者への各

種支援，被害状況報告，被災証明発行，見舞金支給等の事務

に利用） 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６家族

構成 

記録範囲 災害被害者 

記録情報の収集方法 本人及び各関係機関 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 交通災害共済加入事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 交通災害共済加入に関する事務 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、 

記録範囲 交通災害共済加入者 

記録情報の収集方法 交通災害共済加入申込書 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 

15



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 地区交通安全指導員事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 名簿作成その他業務に必要なため。 

記録項目 １氏名、２性別、３生年月日、４住所、 

記録範囲 地区交通安全指導員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 校区交通安全推進協議会事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
各小学校区ごとの協議会に助成し，児童の交通安全のために

活動を行ってもらう。 

記録項目 １氏名、２性別、３生年月日、４住所、 

記録範囲 各交通安全推進協議会 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 '避難所指名職員事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

災害発生時，収容避難所及び屋内施設を有する一時避難場所

開設時における開錠及び避難者の受入等，対応を迅速に行う

ことを目的とする。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 避難所指名職員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 

個人情報ファイルの種別 
□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
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政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 災害時緊急連絡先登録 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
災害時の「避難情報」などを自治会等に緊急にもれなく連絡

することを目的とする 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 各自治会・町内会 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 

個人情報ファイルの種別 
□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
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政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ｢緊急告知FMラジオ」の設置場所登録 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
自治会・町内会に貸与している「緊急告知FMラジオ」の設置

場所について登録を行う 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 自治会・町内会 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 

個人情報ファイルの種別 
□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
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政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 学校開放定期利用団体一覧 

行政機関等の名称 新潟市 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

新潟市秋葉区地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 学校開放定期利用先行及び団体連絡調整 

記録項目 

1 区、2 登録番号、3 減免、4 団体名、5 利用学校、6 利用

施設、7 種目、8 利用開始年月日、9 利用終了日、10 利

用曜日、11 利用時間など、12 使用料、13 免除可否、14 

条例、15 理由、16 記号、17 子ども割合、18 減免適用、

19 減免理由、20 公募、21 加盟団体、22 登録数、23 代

表者、24 事務連絡者名 

記録範囲 申込団体 

記録情報の収集方法 申込団体 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

秋葉区地域総務課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市秋葉区自治協議会委員公募委員応募者名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 公募委員選考作業及び連絡調整 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 性別、４ 生年月日、５ 肩書、６ や

りたいこと、７ 主な活動歴 ８ 電話番号 

記録範囲 公募委員に応募した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市秋葉区地域総務課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋葉区自治協議会委員名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 委員への連絡・調整や費用弁償等の支払 

記録項目 

１ 氏名、２ 住所、３ 性別、４ 生年月日、５ 肩書、６ 委

員資格、７ 現在年齢、８ 電話番号、９ 勤務先等、１０

携帯、１１ ＦＡＸ、１２ メール、１３ 委嘱年月日、１

４ 終了（予定）年月日、１５ 通算（期数） 

記録範囲 推薦・承諾書及び就任承諾書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市秋葉区地域総務課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 陳情、市民の声等の処理事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
市民からの要望・苦情・意見を適切に市政に反映させる広聴

事務を行うため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 市及び区あて陳情、市民の声等文書の提出があった者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 区長（市長）への手紙 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
区政（市政）への意見、提案を受ける広聴制度に関する事務

を行うため 

記録項目 １氏名、２住所、３年齢、４職業、５電話番号 

記録範囲 区長（市長）への手紙の差出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市報郵送希望報告 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 市報の郵送希望者への市報配送事務を行うため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 
市報の郵送希望、及びその変更、取消し等の申し出があった

者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
統計調査員確保対策事業（統計調査員希望者登録カード、登

録調査員履歴表、統計調査履歴表） 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
統計調査員希望者を登録し、統計調査員の確保に役立てるた

め 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５職業・職歴、６口

座番号等 

記録範囲 登録調査員希望者登録カードを提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 

39



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

40



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市長表彰事務（表彰予定者名簿） 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

市表彰条例に基づき、市政の進展、文化の向上、その他市民

の福祉の増進のために多大な功労があった者等を表彰し、そ

の功績を称え、記録に残すため。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５本籍、６賞罰、 

７課税・納税状況 

記録範囲 市長表彰者 

記録情報の収集方法 市役所各課からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 

41



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

42



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 県知事表彰事務（推薦書） 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
新潟県褒賞規則に基づく県知事表彰への推薦依頼を受け、候

補者の推薦を行うため。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５本籍、 

６職業・職歴、７学歴、８資格、９賞罰、１０成績・評価、

１１所属団体、１２健康状態、１３課税・納税状況、 

１４支持政党、１５犯罪歴、１６趣味・し好 

記録範囲 県知事表彰候補者 

記録情報の収集方法 他の実施機関、候補者の本籍地の市町村からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 

43



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

44



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋葉区感謝状贈呈事務（推薦書） 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

新潟市秋葉区における感謝状贈呈に関する要綱に基づき、秋

葉区の発展等のために功労のあったものに対し感謝状を贈呈

し、記録に残すため。 

記録項目 １氏名、２性別、３生年月日、４住所、５賞罰 

記録範囲 秋葉区感謝状表彰者 

記録情報の収集方法 各協議会事務局等、区役所各課等からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 

45



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

46



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 会計年度任用職員採用試験（申込書） 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 会計年度任用職員採用のため 

記録項目 

１氏名、２生年月日・年齢、３住所・電話番号、４本籍、 

５職業・職歴、６学歴、７資格、８賞罰、９成績・評価、 

１０健康状態、１１犯罪歴、１２趣味・し好 

記録範囲 受験申込者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 

47



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

48



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
会計年度任用職員の雇用保険に関する事務（会計年度任用職

員登録用紙） 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 雇用保険の資格取得・喪失に関する届出のため。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５職業・職歴、 

６学歴、７資格、８口座番号等 

記録範囲 被保険者（会計年度任用職員） 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 

49



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

50



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
会計年度任用職員の雇用保険に関する事務（会計年度任用職

員登録用紙） 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 厚生年金保険の資格取得・喪失に関する届出のため。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５職業・職歴、 

６学歴、７資格、８口座番号等 

記録範囲 被保険者（会計年度任用職員） 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 

51



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

52



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
会計年度任用職員候補者登録事務（会計年度任用職員登録用

紙） 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 会計年度任用職員希望者を登録するため。 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３住所、４職業・職歴、５学歴、 

６資格 

記録範囲 登録希望者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住いの区の区役所の地域総務課に請求することとなりま

す。 

（名 称）新潟市秋葉区役所地域総務課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 

53



個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

54



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋葉区地域コミュニティ協議会会長名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 地域コミュニティ協議会の運営に要する経費を助成するため

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 地域コミュニティ協議会長 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市秋葉区地域総務課 

〒956-8601新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

― 

55



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

56



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 秋葉区自治会・町内会長名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区地域総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
行政の円滑な運営を図るために、自治・町内会と事務委託契

約を結ぶため。 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 自治会・町内会長 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市秋葉区地域総務課 

〒956-8601新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

― 

57



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

58



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新津地域学園利用許可申請書綴 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区地域総務課新津地域学園 

個人情報ファイルの利用目的 
新津地域学園利用のための申請者と利用目的を明確にするた

め 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 利用許可申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）新潟市秋葉区地域総務課新津地域学園 

（所在地）〒956-0816 新潟県新潟市秋葉区新津東町2-5-6 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

59



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

60



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 住居表示付定表 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

秋葉区役所区民生活課 

個人情報ファイルの利用目的 住居表示地業務のため 

記録項目 
１ 受付日、２ 付定番号、３所有者、入居者氏名、 

４ 設定・変更の別、５ 所在地番 

記録範囲 建築物の新築等届出書提出者および居住者 

記録情報の収集方法 建築物の新築等届出書の提出 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

新潟市秋葉区区民生活課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

 

 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 
政令第21条第7項に該当する

ファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

62



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 委員推薦書・就任承諾書ファイル 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区健康福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員の任免のた

め 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、４ 住所、５ 電話番号、 

８ 所属団体 

記録範囲 委員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市秋葉区健康福祉課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

64



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 名簿情報外部提供同意書 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区健康福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
災害時の避難時に支援を受けたい人が、避難行動要支援者名 

簿に登載を希望する人の必要な情報として管理を行うため 

記録項目 

１氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 性別、５ 緊急連絡 

先、６ 自治会名、７ 民生委員氏名、８ 避難支援等を必 

要とする事由 

記録範囲 避難行動要支援者名簿に登載を希望する者 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外 

要配慮個人情報 あり 

記録情報の経常的提供先 自治会、自主防災会、民生委員、警察、消防 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市秋葉区健康福祉課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

 

66



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 老人クラブ補助事業綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所健康福祉課高齢介護担当 

個人情報ファイルの利用目的 
６０歳以上の会員で組織する老人クラブに対して補助を行う

ため。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、６ 電

話番号、７ 所属団体、８ 口座番号 

記録範囲 申請書を提出した単位老人クラブ会長及び会員 

記録情報の収集方法 会長等からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

秋葉区役所健康福祉課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島２００９番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 

紙管理のファイルもあり加工可能な状態とするために多大な

作業を要する。個人情報ファイルの本人の数が1,000人未

満。 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 老人居室等整備事業融資綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所健康福祉課高齢介護担当 

個人情報ファイルの利用目的 

高齢者の居住の利便向上及び家族間の好ましい関係維持のた

め、必要な資金を融資する。（新規融資はすでに終了、現在

は債権を管理のための利用。） 

記録項目 

１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、５ 電話番号、

６ 家族関係、７ 職業、８ 職歴、９ 健康状態、10 所得、

11 収入、12 資産、13 課税・納付状況 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

秋葉区役所健康福祉課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島２００９番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満。 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 配食サービス綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所健康福祉課高齢介護担当 

個人情報ファイルの利用目的 

ひとり暮らし高齢者等に対し、昼食を提供することにより、

栄養改善と自立支援を図り、併せて安否の確認を行い、高齢

者の状況を定期的に把握する。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、６ 電

話番号、７ 健康状態、８ 障がいの有無 

記録範囲 申請書を提出した単位老人クラブ会長及び会員 

記録情報の収集方法 本人及び家族、ケアマネージャー、委託業者 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

秋葉区役所健康福祉課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島２００９番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

71



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 高齢者虐待防止綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所健康福祉課高齢介護担当 

個人情報ファイルの利用目的 
高齢者虐待の防止及び高齢者保護のため、高齢者虐待に関す

る相談・指導及び助言を行う。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、６ 電

話番号、７ 家族関係、８ 健康状態 

記録範囲 本人及びその家族、虐待の相談者 

記録情報の収集方法 
本人及び家族。地域包括支援センター、民生委員、ケアマネ

ージャー、警察、介護サービス事業所からの提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 地域包括支援センター 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

秋葉区役所健康福祉課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島２００９番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

73



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満。 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 支え合いのしくみづくり会議綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所健康福祉課高齢介護担当 

個人情報ファイルの利用目的 
支え合いのしくみづくり会議（協議体）、生活支援コーディ

ネーターを設置し、地域における支え合い活動を推進する。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、６ 電

話番号、７ 所属団体、８ 口座番号 

記録範囲 協議体構成員 

記録情報の収集方法 本人、所属団体からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

秋葉区役所健康福祉課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島２００９番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

75



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満。 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 地域包括ケア推進モデルハウス綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所健康福祉課高齢介護担当 

個人情報ファイルの利用目的 
地域包括ケア推進の拠点としてモデルハウスを設置し、地域

の茶の間の運営や生活支援・介護予防活動など実施する。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、６ 電

話番号、７口座番号 

記録範囲 予防活動実施保健師 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

秋葉区役所健康福祉課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島２００９番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満。 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 敬老祝会助成金交付綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所健康福祉課高齢介護担当 

個人情報ファイルの利用目的 
高齢者を祝うための会（敬老祝会）に要する経費等の一部を

助成するため。 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 所属団体、５ 口座番

号 

記録範囲 実施団体代表者、会計担当者 

記録情報の収集方法 本人、所属団体からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

秋葉区役所健康福祉課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島２００９番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満。 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 認知症サポートネット綴り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所健康福祉課高齢介護担当 

個人情報ファイルの利用目的 
認知症高齢者等のやさしい地域づくりを推進するため、ネッ

トワークづくりや講演会、研修会等を開催する。 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 所属団体、５ 口座番

号 

記録範囲 講演会・研修会の申込者・講師、会議参加者 

記録情報の収集方法 本人、所属団体からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

秋葉区役所健康福祉課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島２００９番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満。 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 子育てサポーター訪問希望者ファイル 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所健康福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 子育てサポーター訪問実績の記録及び管理を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４出産予定日 

記録範囲 子育てサポーターの訪問を希望した者 

記録情報の収集方法 本人、子育てサポーターの訪問記録 

要配慮個人情報 ― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市秋葉区役所健康福祉課 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 令和５年４月時点では1000人に満たないため。 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市道路 寄付申出索引簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区建設課管理係 

個人情報ファイルの利用目的 
市道路用地の寄付採納手続き，及び登記にかかる事務を行う

ため 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 土地の所在地、４ 土地の地目、

５ 地積、６ 寄附の面積 

記録範囲 市道路用地の寄付申出をした者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市秋葉区建設課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 境界立会受付簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区建設課管理係 

個人情報ファイルの利用目的 
市道路に係る境界確認，及び境界確認書の発行事務を行うた

め 

記録項目 １ 氏名、２ 申請代理人氏名、３ 土地の所在地 

記録範囲 境界立会申請をした者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市秋葉区建設課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

121



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市道敷・水路敷の借地料明細書 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区建設課管理係 

個人情報ファイルの利用目的 市道路内借地に関する借地料契約事務を行うため 

記録項目 

１ 氏名、２ 土地の所在地、３ 土地の面積、４ 土地の

契約額、５ 該当土地の固定資産税課税標準（非住宅宅地相

当）額、６ 当該土地の当該年度都市計画税課税標準額、７ 

台帳面積、８ 評価額単価 

記録範囲 市が市道敷・水路敷の借地料を支払っている者 

記録情報の収集方法 本人、本人の同意を得た上で市資産税部門より提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市秋葉区建設課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 矢代田駅前駐車場利用許可事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区建設課管理係 

個人情報ファイルの利用目的 
矢代田駅前駐車場の利用許可、及び利用料の徴収事務を行う

ため 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 車種、５ 登録ナ

ンバー、６ 利用期間 

記録範囲 矢代田駅前駐車場を利用する者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市秋葉区建設課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 放置自転車対策事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区建設課維持係 

個人情報ファイルの利用目的 放置自転車等の撤去、返還、処分等の事務を行うため 

記録項目 

１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 登録番号、５ 車

体番号、６ メーカー、７ 車種、８ 車体の色、９ 撤去

日 

記録範囲 回収された放置自転車を所有する者 

記録情報の収集方法 本人、警察からの情報提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市秋葉区建設課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 道路損傷事故処理一覧 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区建設課維持係 

個人情報ファイルの利用目的 
国・県・市道及び道路附属物の損傷について、道路法に基づ

いた復旧命令または負担金命令の処分事務を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 事故日、３ 事故場所、４ 破損個所 

記録範囲 道路附属物を損傷した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市秋葉区建設課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 屋外広告物許可申請業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所建設課 

個人情報ファイルの利用目的 屋外広告物許可申請の審査のため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 資格 

記録範囲 申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）新潟市秋葉区役所建設課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

132



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 開発行為等許可申請に係る業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所建設課 

個人情報ファイルの利用目的 開発行為等許可に係る審査に必要なため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市秋葉区役所建設課 

〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国土利用計画法の届出に係る業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所建設課 

個人情報ファイルの利用目的 国土利用計画法の届出に係る業務に必要なため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、 

記録範囲 届出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市秋葉区役所建設課 

〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 地区計画区域内における建築等の届出受付簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所建設課 

個人情報ファイルの利用目的 地区計画区域内における建築等の届出に係る業務を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所 

記録範囲 届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）新潟市秋葉区役所建設課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

138



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 都市計画法４３条による建築許可申請に係る業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所建設課 

個人情報ファイルの利用目的 建築許可に係る審査に必要なため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市秋葉区役所建設課 

〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 都市計画法53条受付簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所建設課 

個人情報ファイルの利用目的 都市計画施設内における建築許可申請に係る業務を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所 

記録範囲 申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）新潟市秋葉区役所建設課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 都市計画法施行規則60条証明受付簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

秋葉区役所建設課 

個人情報ファイルの利用目的 
開発行為又は建築に関する証明書等の交付に係る業務を行う

ため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所 

記録範囲 申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）新潟市秋葉区役所建設課 

（所在地）〒956-8601 新潟県新潟市秋葉区程島2009番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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